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第７部
市町村の被害と活動状況
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第１章 阿久根市

第１節 被害の状況

， ， ，今回の大雨では 本市においても 22日11時からの1時間雨量が63.5mmを記録したほか

19日13時から23日10時までの連続雨量が7月の雨量の平年値の2倍を超える847mmとなり，

市内各地で浸水や土砂崩れ等の甚大な被害が発生した。

なお，被害状況の主なものは，次のとおりである。

１ 被害状況

⑴ 人的被害 １名（重傷）

⑵ 住家被害

ア 全 壊 ２棟

イ 半 壊 １棟

ウ 一部破損 ７棟

エ 床上浸水 １４棟

オ 床下浸水 １１８棟

⑶ 非住家被害

ア 全 壊 ２棟

イ 半 壊 なし

ウ 一部破損 ４棟

エ 床上浸水 １１棟

オ 床下浸水 ２０棟

⑷ その他の被害

がけ崩れ ７箇所

２ 断水

⑴ 尾崎簡易水道 １０７戸 （２４４人）

⑵ 牛之浜簡易水道 ３５９戸 （７９３人）

⑶ 脇本簡易水道 ４戸 （ １０人）

⑷ 田代簡易水道 ８５戸 （１５４人）

⑸ 上水道（市営ふれあい住宅） ７２戸 （１９０人）

計 ６２７戸（１，３９１人）

３ 公共施設等被害額 （単位：千円）

⑴ 土木関係 １，０４０，６５０

⑵ 農業関係 ５３，２６６

⑶ 林務水産関係 ６７５，５００

⑷ 商工関係 １２５，４００
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警戒避難期における主な対応内容

日付 時間 実際に実施した対策 関係課

7/21 19:33 防災無線による自主避難の呼びかけ 総務課

21:30 災害警戒本部設置 〃

7/22 07:30 市道折口本線（折口ガード下）冠水 通行止め 都市建設課

07:35 防災無線による自主避難の呼びかけ 総務課

08:50 災害対策本部設置 〃

09:30 災害対策本部長が第１配備を指示 〃

10:15 災害対策部長会議 〃

被害状況の確認と被害軽減に取り組むよう指示

11:19 災害対策本部長が第３配備を指示 〃

11:45 筒田区の一部，大丸区の一部に避難勧告発令 〃

11:57 市内の県道すべて通行止め 都市建設課

12:00 折口東区，永田下区に避難勧告発令 総務課

12:30 大丸区の一部に避難勧告発令 〃

12:50 高松川，折口川，内田川川沿いの地区に避難勧告発令 〃

15:50 災害対策部長会議 〃

被害状況の確認，報告

16:30 波留区の一部に避難勧告発令 〃

16:40 筒田区，永田上区に避難勧告発令 〃

19:35 高松ダム放水（洪水調節） 農政課

21:00 第２，第３配備を解く 総務課

22:40 災害対策部長会議 〃

被害状況の確認，報告及び今後の対応について

7/23 00:43 災害対策部長会議 〃

最小限の人員を残し待機解除

07:30 市道田代中線冠水 通行止め 都市建設課

07:40 災害対策本部長が第１配備を指示 総務課

08:05 災害対策部長会議 〃

被害状況の確認，報告

10:40 高松ダム放水（洪水調節） 農政課

18:23 災害対策部長会議 総務課

被害状況の確認，報告，災害対策本部解散について

19:30 災害対策本部解散 〃

7/29 10:00 尾崎地区土砂崩れ危険箇所調査 農政課

13:00 市道山下尾崎線通行止め 都市建設課

17:00 災害警戒本部解散 総務課
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事態安定期における主な対応内容

日付 実際に実施した対策 関係課

7/22 避難住民に対し食料，毛布等の支給（２４日まで） 企画調整課

財政課

尾崎地区断水 （１０７世帯２２４人） 水道課

給水車，ポリ容器による給水作業（８月５日復旧） 〃

7/23 牛之浜地区断水（３５９世帯７９３人）

給水タンクによる給水作業（７月２５日復旧） 〃

脇本地区断水（４世帯１０人）

ポリ容器による給水（同日復旧） 〃

市営ふれあい住宅断水（７２世帯１９０人）

ポリ容器による給水（同日復旧） 〃

田代地区断水（８５世帯１５４人）

ポリ容器による給水（同日復旧）

7/24 市営住宅の供与 都市建設課

住家全壊の被災者（１世帯）に対し，地方自治法第２３８条

の４第４項の規定に基づく行政財産目的外使用許可を行う。

防疫作業 市民環境課

住家浸水の被害を受けた１３３戸に対し，７月２４日から８ 税務課

生きがい対策課月９日にかけて消毒作業を実施

健康増進課

清掃作業 市民環境課

住家浸水の被害を受けた世帯を中心に，７月２４日から７月

２７日までにかけて，可燃物及び不燃物等が北薩広域事務組合

環境センターに搬入された。

生きがい対策課7/25 義援金，救援物資等の配布

人的被害及び住家被害を受けた世帯を対象に配布 健康増進課

水産商工観光課7/29 脇本海水浴場ボランティア清掃作業

豪雨の影響により脇本海水浴場には，流木やごみが大量に漂 市民環境課

着したため，２９日午前６時過ぎから約６００人が参加し，ボ

ランティア清掃作業を実施した。
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日付 実際に実施した対策 関係課

生きがい対策課9/15 県被災者生活支援金の支給（１９件）

支給対象 全壊，半壊，床上浸水の住家被害を受けた世帯

市民税減免措置（１件） 税務課10/26

生きがい対策課11/15 県単住家災害見舞金の支給（２件）

適用基準 鹿児島県災害弔慰金等支給要綱

生きがい対策課11/22 被災者生活再建支援金の支給（１件）

適用基準 被災者生活再建支援法施行令第１条第３号

支給対象 全壊世帯




